
「食」を通じた魅力化向上業務プロポーザル応募要領への質問に対する回答について 

 
【質問への回答について】 

注１：「食」を通じた魅力化向上業務プロポーザル募集要項に基づき、令和 8年 4月 20日（月）から 5月 1日（金）までに提出された質問に対して回答するものです。 

注２：質問の内容は、原文のまま記載しています。 

注３：質問の順序は、受付順で記載しています。 

1 / 1 

（回答日：令和 8 年 4 月 30 日） 

NO ページ 項目名 質問の内容 回答 

1 2 5 募集要件 

⑵  派遣社員に関する

要件について 

派遣社員に関する要件の中に、浜

田市への転居は条件に含まれます

でしょうか。 

又は、審査いただく際に加点要素

になるのでしょうか。 

浜田市への転居は必須ではありません。 

なお、市内に居住された場合、審査基準の「5 派遣社員」の「業務に

対する意欲、本市で働くことへの期待や意欲、熱意が感じられるか。」の

項目の審査に影響します。 

 


